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新型コロナウイルス感染拡大にかかる富山県緊急事態措置の実施に伴う 

社会福祉施設への協力要請について 

 

 

 令和２年４月１６日に国が新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」 

という。）第３２条第１項に基づく緊急事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大した

ことを受け、別添のとおり、本県においても緊急事態措置を実施することとなりまし

た。 

 今般の本県における緊急事態措置の一つにある、特措法第２４条第９項等に基づく

休業を要請する施設に、社会福祉施設等は該当しませんが、引き続き、「社会福祉施設

等における感染拡大防止のための留意点について（その２）」（令和２年４月７日付厚

生労働省事務連絡）等に基づき、適切な感染防止対策を講じていただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 また、貴事業所の職員の方々に対しても、緊急事態措置の内容に沿って、不要不急

の外出自粛や「３つの密」を回避する行動等に十分留意いただきますよう、ご周知願

います。 

 なお、県の休業要請等に応じて、協力金を支給する「富山県・市町村新型コロナウ

イルス感染症拡大防止協力金」について、社会福祉施設等は対象外であること、念の

ため申し添えます。 

 


